
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

 

 

 

【主な取組】 

 

 

 

【主な取組】 

 

 

 

【主な取組】 

 

 

 

【主な取組】 

・広報紙や講座等によるボランティアの意識啓発 

・小・中学生への福祉読本の配布 

・ヘルプカード啓発ポスターの市内施設への掲示  

・子どもの権利に関するパネル展の開催 

・【R2 新規】 障害者に対する理解を深めるための

啓発事業の実施（小・中学校、保育所等を訪問） 

 （青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促 

進に関する条例（R2.4.1 施行）） 

・ボランティアポイント制度の普及促進【重点】  

 ⇒【R1 拡充】対象活動に「障がい者支援」を追加、  

   表彰制度の実施 

 ⇒【R2 拡充】対象活動に「子育て支援」を追加 

・認知症サポーター養成講座の開催 

・身体（知的）障害者相談員の配置 

・子育て応援隊の登録 

・健康づくりサポーター育成研修会の開催 

・地区カルテの充実【重点】 【R1 拡充】市 HP 掲載 

・地域支え合い推進員の活動推進【重点】 

・地域支え合い会議の開催【重点】 

・ほのぼのコミュニティ２１推進事業（地域による見

守り活動）の実施 

・【R１新規】「高齢者等見守り活動の手引き」配布、

帰宅困難高齢者等の事前登録と「みまもりシール」

の配布 

・活動・交流機会の提供 

⇒つどいの場 「こころの縁側づくり事業」 

⇒「ひとり暮らし高齢者給食サービス事業」 

  「敬老会」、（市社協・地区社協実施） 

⇒親子交流や子育て相談を行う「子育てひろば」  

・地域福祉を支える施設の整備 

⇒【R2 新規】老朽化した「幸畑福祉館」、「ほろが

け福祉館」の建て替え 

・民生委員による見守りや声がけ 

・福祉・医療関係者等へ「福祉ガイドブック」の配布 

・地域支え合い推進員の活動推進【再掲】【重点】 

・専門相談支援機関の相談体制の充実（障害者相談

支援事業所、地域包括支援センター 等） 

・【R2 新規】あおもり親子はぐくみプラザの開設 

 （元気プラザ内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

「子どもの最善の利益」を第一に考えた「子どもの権利」の保障 地域包括ケアの取組の加速 
誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、 

生きがいを持って参加できる社会の実現 

障がい者 

互いを尊重し支え合う 

社会の形成 

障がい者の地域生活 

支援の充実 

障がい者の自立した 

生活の確保 

障がい者の安全・ 

安心な暮らしの確保 

高齢者 

健康づくりと 

介護予防の強化 

保健・医療・福祉が 

一体となった地域包括 

ケアシステム構築の加速と 

地域福祉の推進 

尊厳が守られる 

暮らしの実現 

安全・安心な 

暮らしの実現 

介護サービスの充実 
子ども 

子どもの権利が 

保障される環境づくり 

妊娠・出産・子育ての 

切れ目のない支援 

健やかで心豊かな 

育ちへの支援 

特に支援が必要な 

子どもや家庭への支援 

子どもが安全で安心して 

暮らせる環境の整備 

青森市地域福祉計画 －地域支え合いプラン－の概要 【一部改定素案版】 

【第５章】 

福祉サービスの提供・相談体制の充実 

【第４章】 

地域福祉推進のための基盤整備 

【第３章】 

地域での共助ネットワークの構築 

【第２章】 

地域福祉の担い手の育成・確保 

【第１章】 

地域で支え合う意識の向上 

青森市子ども総合プラン 青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 青森市障がい者総合プラン 

【基本理念】 

【基本方向】 【基本方向】 

【基本理念】 【基本視点】 

【基本方向】 

【基本理念】 

地域において人と人とがつながり、支え合い、共に生きるまち 

【基本方向】 

青森市地域福祉計画（上位計画） 

【第１章】 

【第２章】 

【第３章】 

【第４章】 

【第５章】 

【第１章】 

【第２章】 

【第３章】 

【第５章】 

【第４章】 

【第１章】 

【第２章】 【第４章】 

 【第３章】 

資料４ 

※「青森市子ども総合プラン」及び「青森市障がい者総合プラン」…一部改定作業中。  「青森市高齢者福祉・介護保険事業計画」…8 期計画策定作業中。 


